


死因究明等推進基本法の概要①

死因究明等（死因究明及び身元確認）に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個

人の尊厳が保持される社会の実現に寄与。

目的【第１条】

① 死因究明等の推進は、⑴生命の尊重・個人の尊厳の保持につながること、⑵人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得ること、⑶国民

生活の安定及び公共の秩序の維持に資すること、⑷医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療上の情報も活用しつつ、 客

観的かつ中立公正に行われなければならないこととの基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死

因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。

② 死因究明の推進は、⑴死因究明により得られた知見が公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されるとともに、⑵災害、

事故、犯罪、虐待等が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び再発の防止等の実施に寄与することとなるよう、行われるも

のとする。

基本理念【第３条】

①  国 ： 死因究明等に関する施策を総合的に策定し、実施する。

②  地方公共団体 ： 国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。

③  大学 ： 死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努める。

国等の責務【第４条～第６条】

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に

実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

連携協力【第７条】

◯ 法制上の措置等【第８条】 ◯ 年次報告【第９条】
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死因究明等推進基本法の概要②

① 死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、

 資質の向上、適切な処遇の確保等

② 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備

③ 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備

④ 警察等における死因究明等の実施体制の充実

基本的施策【第 1 0条～第 1 8条】

・死因究明等推進計画の案の作成

・施策について必要な関係行政機関相互の調整

・施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視

【組織】本部長：厚生労働大臣、本部員（10名）：本部長以外の国務大臣・有識者、専門委員・幹事・事務局を置く

死因究明等推進本部【第 2 0条～第 2 9条】 厚生労働省に設置

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うととも

に、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。

死因究明等推進地方協議会【第 3 0条】

⑤ 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実
⑥ 死因究明のための死体の科学調査の活用
⑦ 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備
⑧ 死因究明により得られた情報の活用及び 遺族等に対する説明
の促進
⑨ 情報の適切な管理

到達すべき水準・個別的施策等を定め、閣議決定→実施状況の検証・評価・監視→３年に１度見直し（ローリング）

死因究明等推進計画【第 1 9条】

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度【第 3 1条】
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死因究明等推進計画のポイント

＜背景＞
○ 令和２年４月「死因究明等推進基本法」施行 → 令和３年６月「死因究明等推進計画」策定

※ 政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等を踏まえ、３年に１回、死因究明等推進計画に検討を加え、必要があると認める

ときは、これを変更しなければならない。（法第19条第７項）

○ 令和５年度 死因究明等推進計画検証等推進会議（５回開催）

＜現状と課題＞
○ 年間死亡数の増加

※ 年間死亡数：138万人（R元）→160万人（R6）

○ 死因究明等に係る人材の乏しさ
※ 法医学教室の定年退職者増加、常勤医１人以下が11県(R6)、働き方改革の中での人員確保 等

○ 死因究明等に係る更なる地域の体制整備の必要性等
 ※ 地方協議会の議論の活性化と深化、連携の人的基盤や死因究明等に係る質の均てん化 等

ポイント

○ 死因究明等に係る人材の育成、確保方策
・ 検案医の増加、資質向上等を目的とした死体検案研修会
・ 法医解剖実施施設等で臨床研修の選択研修が可能であることの周知

○ 死因究明等に係る専門的な機関の全国的な整備方策
・ 地方公共団体の体制整備推進支援（死因究明センターの設置、地域枠の活用等の助言）
・ 地方協議会の運営マニュアルの充実
・ 地方協議会の積極的開催、解剖等対応可能施設の把握、協議会による研修等への支援 等

○ その他
  ・ 地域の死因究明等・薬毒物検査の持続可能な体制の検討、整備の促進

・ 予防のためのこどもの死亡検証（CDR）について、課題検討、好事例の横展開、普及啓発等の推進
・ 検案医が死者の医療情報を迅速、確実に把握できるような仕組みの可能性の検討 等

厚生労働省HP：死因究明等推進計画の変更について｜厚生労働省 3

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei_keikaku_00002.html


死因究明等推進計画の経緯

令和２年４月１日 死因究明等推進基本法施行

※厚生労働省に厚生労働大臣を本部長とする死因究明等推進本部を置
き、死因究明等推進計画案の作成、施策の推進等の事務をつかさどる。

令和３年６月１日 死因究明等推進計画 閣議決定

※計画策定後、３年に１回を目途に、計画に検討を加え、必要に応じて見直す。

令和５年５月８日
～令和５年５月11日
（持ち回り開催） 

令和５年度第１回死因究明等推進本部
（死因究明等推進計画検証等推進会議の設置）

 令和５年５月19日
～令和６年２月２日

死因究明等推進計画検証等推進会議
（計５回開催）

国民からの意見聴取

死
因
究
明
等
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
を
推
進

 令和６年６月24日
～令和６年７月２日
（持ち回り開催）

令和６年度第１回死因究明等推進本部開催

死因究明等推進計画の変更案について

令和６年７月５日 死因究明等推進計画の変更について 閣議決定
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死体検案講習会事業

臨床医等の検案能力の向上

１．目 的

２．講習内容（上級）

令和元年度 基礎１７６名 上級８７名

令和２年度 基礎４８４名 上級０名

令和３年度 基礎５４３名 上級１８３名

令和４年度 基礎５０５名 上級８４名

令和５年度 基礎４８４名 上級７３名

令和６年度 基礎６３０名 上級６１名

修了者数実績

【死因究明等推進計画】

厚生労働省において、日本医師会に委託して、検案に従
事する機会の多い臨床医等を対象に、大規模災害時への対
応等を含む検案能力の向上を図ることを目的とした死体検
案研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、
関係学会等と連携して研修内容及び方法の充実を図るとと
もに、医療関係団体等を通じて広く医師に対して参加を働
きかけ、警察等の検視又は調査への立会いをする医師や、
検案する医師を含め、当該研修を修了した者の数を増加さ
せる。

○令和２年度以降

・新型コロナウイルス感染症対策のため、オンデマンド形式
の講義を導入

○令和２年度～４年度

・毎年度、受講者の募集人員を増加

令和８年度予算案（令和７年度予算額） 

19,526千円（19,526千円）

座学中心
・死体検案に関係する法令
・死体検案書の書き方
・検案の実施方法 など        

実習
監察医務機関や各大学法医学教室
などにて現場実習
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検案する医師等の確保に向けた死体検案研修会修了者の活用に係る取組

死体検案研修会（上級）の修了者を検案等する医師として確保するため、都道府県医師会と実務機関（都道府県警察及び管区海上

保安本部）の間において、医師の照会や協議等を行う仕組みを設定し、その取組を活性化する。

１  事業の目的

２  事業の概要・スキーム
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・ 名簿の受領、保管

・ 実務機関からの照会受理、
協議等の調整

・ 照会等に基づく名簿登
載医師への意思確認、
実務機関へ紹介等

死
体
検
案
研
修
会
（
上
級
）

日本医師会

同
意

修了者
名簿

検視立会い、検案業務へ従事する医師の確保

医師を紹介

医師の照会

名簿を保有するのは、
都道府県医師会のみ

都道府県医師会

○ 死体検案研修会（上級）
の受付

 (受付の段階で）
○ 同意の取得

・ 検案する医師等の高齢化、
人員不足の地域等の把握

・ 都道府県医師会への医師の
照会、協議等の依頼

・ 都道府県医師会から紹介
された医師との調整等

実務機関
（都道府県警察、管区海上保安本部）

① 修了者名簿への登載

② 都道府県医師会への
名簿の提供

③ 実務機関への名簿の存在
の通知




